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（第一回検討会配布資料） 

 

１ 見直しの方向性 

 

【 現 状 】  自然環境の現場との関わりが深い大学を中心に個別カリキュラムのバランスを重視し、

「自然環境に軸足を置いたジェネラリスト」を育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今 後 】  ECO-TOP プログラムの対象となる大学の裾野を広げ、自然環境に軸足を置きながらも、

多様な専門性を有する大学の参画を促す。また、早い年次から実社会と関わる機会を促

しつつ、専門性の異なる学生間の交流の機会を創出する。 

 

 

《見直しのイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 社会的背景の変化 

・様々なステークホルダーと協同・連携して社会的課題の解決に取組むニーズが拡大 
・自然の現場だけでなく、社会の様々な場面で自然への配慮が求められるようになってい
る。 

 

◆ 経済界のニーズ 

・学生が自らの就職・進路を見据えて、大学入学から間もない時期にキャリア教育を実
施することを重視 

 

◆ 学生のニーズ 

・学生は、専門性の異なる大学の学生との交流を望む傾向 

ＥＣＯ－ＴＯＰプログラムの見直しの方向性 

 

【現行】 【見直し後】

農学系 観光学系 リベラルアーツ系

生命科学系 家政学系 教育系
※　左記は例示であり、学部等を限定するものでない。

自然科学

社会科学 人文科学

自然科学

社会科学 人文科学

【メ リッ ト】

・個々の大学でバランスの良いカリキュラムを習得可能

【デメリット】

・専門性のハードルが高く、大学の新規参入の余地が

少ない。

【 メ リッ ト】

・専門の多様化と交流の実施により、学生は多くの気づ

きを得られる。

・様々な分野で自然とのつながりを学ぶことが可能

【デメリット】

・自然環境の専門度合いが低い大学も含まれる。
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２ 見直しの具体案 

（１） カリキュラム要件の緩和※【ＥＣＯ－ＴＯＰプログラム認定審査基準の改定案】 

カリキュラム要件を緩和することで、多様な専門性を有する大学の参画を促す。 

 

【 現 状 】 自然科学・社会科学・人文科学を各６単位以上設定 

 

【見直し後】 自然科学・社会科学・人文科学を各６単位以上は原則維持 

ただし、自然科学・社会科学・人文科学を各６単位以上設定できない場合でも、

「人材育成の理念」を踏まえて総合的に判断し、認定できることとする。 
⇒例えば、社会科学の科目が６単位に満たない場合に、環境法などの社会科学
の要素を既存の科目で補完できるものとする。こうした補完の考え方等を記載
した「人材育成の理念」が ECO-TOPの理念に照らしてふさわしいかどうか、検
討会の意見を踏まえて総合的に判断する。 

 
 
 
 
 
 

 

（２） インターンシップの負担軽減※【ＥＣＯ－ＴＯＰプログラム認定審査基準の改定案】 

インターンシップの負担を軽減し、学生が履修しやすい内容とすることで、インターン

シップに限らない、自らアクティブに活動する学生の参画を促す。 

 
 

【 現 状 】 企業・ＮＰＯ等・行政の３分野すべてにインターンシップ（３分野・４単位） 

 

【見直し後】 自然環境に関わるインターンシップ（２単位） 

⇒受け入れ団体の活動等に関わる様々な主体と自然環境の関わりを学ぶこと 
をＥＣＯ－ＴＯＰプログラムにおけるインターンシップ実施ガイドラインに
おいて促す。 

 

（３） 新たなプログラムの検討案 

  ①自然環境分野の実務体験の拡大 
 

対象 ECO-TOPプログラム履修生のうち希望する者 

検討

概要 

学生が自然環境分野における実務体験や自然環境分野のジェネラリストと交流でき
る機会の創出を検討する。 
加えて様々な分野の学生が交流を行うことのできる機会の創出を検討する。 

目指

す 

効果 

・履修生が自然環境分野で実際に活躍する具体的なイメージを得る。 

・履修生が自然環境分野で活躍する企業や NPO等の視点を考える機会を得る。 

・履修生が自然環境分野で活躍する企業や NPO等とつながりをもつ。 

・専門性の異なる学生同士が交流することができる。 

 
  ②学生による自主的な取組の評価 
   自然環境分野におけるサークル、インカレ、ボランティア、ＮＰＯ活動、アルバイト等の自

主的な活動のうち大学が認めたものを「インターンシップ」の代替として認める等 
 
 
 
※現行の要件の水準の維持については、各大学において判断する。 

 

【現行】 【見直し後】

自然科学 15 自然科学 15

社会科学 6 社会科学 4

人文科学 6 人文科学 8

補完（ex.環境法）



 

          ECO－TOPプログラム認定審査基準の改正【案】（新旧対象表）  （第一回検討会配布資料） 

改正案 現行 

 

第 1条 及び第２条 （現行のとおり） 

 

第３条 教育課程の設定 

（１）ECO-TOP プログラムは、自然環境に関連する幅広いカリキュラムを体系的

に履修することとする。カリキュラム設定に当たっては、主に動植物、生態

系等、自然環境に関連し、かつ、自然科学、社会科学及び人文科学の各分野

にまたがるよう、学際的かつ総合的に科目を設定することとする。 

各分野の中心となる科目は次のような科目とする。 

自然科学 ： 生物学･生態学、農学･林学･造園学、地理学･地学･地図学 

社会科学 ： 環境法制度、環境経済学・環境経営学、環境政策、地域環境

学・景観論・自然ツーリズム学 

人文科学 ： 環境倫理、コミュニケーション学、環境教育 

ECO-TOP総合科目 ： カリキュラムの導入科目 

（２）共通する必修科目は、カリキュラムの導入科目とし、その他の必修科目に

ついては申請された教育課程の特徴を鑑み、設定することとする。 

（３）ECO-TOP プログラムのカリキュラムの導入科目は、環境分野の現在の課題

と自然環境との関わりについての概論的な科目とすることとする。 

（４） 申請する大学は、ECO-TOPプログラムの必修科目として、カリキュラムの

総合的な知識が履修生に身についているかを評価するための科目（カリキュ

ラム最終科目）又は安全管理・救急救命に関する科目を設定することができ

る。 

（５）ECO-TOP プログラムは、自然環境に関連する幅広い知識に基づいて、課題

を見出し、解決する主体性と行動力を身に付けるものとする。そのため、現

場の課題に基づき解決する演習型学習（プロジェクト・ベースト・ラーニン

 

第 1条 及び第２条 （現行のとおり） 

 

第３条 教育課程の設定 

（１）ECO-TOP プログラムは、自然環境に関連する幅広いカリキュラムを体系的

に履修することとする。カリキュラム設定に当たっては、主に動植物、生態

系等、自然環境に関連し、かつ、自然科学、社会科学及び人文科学の各分野

にまたがるよう、学際的かつ総合的に科目を設定することとする。 

各分野の中心となる科目は次のような科目とする。 

自然科学 ： 生物学･生態学、農学･林学･造園学、地理学･地学･地図学 

社会科学 ： 環境法制度、環境経済学・環境経営学、環境政策、地域環境

学・景観論・自然ツーリズム学 

人文科学 ： 環境倫理、コミュニケーション学、環境教育 

ECO-TOP総合科目 ： カリキュラムの導入科目 

（２）共通する必修科目は、カリキュラムの導入科目とし、その他の必修科目に

ついては申請された教育課程の特徴を鑑み、設定することとする。 

（３）ECO-TOP プログラムのカリキュラムの導入科目は、環境分野の現在の課題

と自然環境との関わりについての概論的な科目とすることとする。 

（４） 申請する大学は、ECO-TOPプログラムの必修科目として、カリキュラムの

総合的な知識が履修生に身についているかを評価するための科目（カリキュ

ラム最終科目）又は安全管理・救急救命に関する科目を設定することができ

る。 

（５）ECO-TOP プログラムは、自然環境に関連する幅広い知識に基づいて、課題

を見出し、解決する主体性と行動力を身に付けるものとする。そのため、現

場の課題に基づき解決する演習型学習（プロジェクト・ベースト・ラーニン
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グ）を重視することとする。 

（６）ECO-TOP プログラムでは、現場感覚を身に付けた人材を育成するため、自

然環境に関わるインターンシップを実施することとする。実施に際しては、

企業、行政及び NPO それぞれ個別の実施、あるいは複数の主体による共同で

の実施も可とする。 

（７）ECO-TOP プログラムのインターンシップは、インターンシップ修了後に履

修生によるインターンシップの報告、ディスカッション等事後の検討を実施

することとする。 

 

第４条 教育の量 

（１）ECO-TOPプログラムは２年間に相当する学習･教育で構成され、２９単位以

上を取得し、学士以上の学位を得た者を修了生とする。 

（２）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、必修科目と選択科目とから構成さ

れる中から２７単位以上を設定することとする。 

（３）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、自然科学、社会科学、人文科学の

三つの分野において、一つの分野につき６単位以上を設定することとする。 

  ただし、自然科学、社会科学、人文科学の三つの分野において、一つの分野

につき６単位以上を設定できない場合でも、「人材育成の理念」を踏まえて総

合的に判断し、認定できることとする。 

（４）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、実習・演習型の科目を６単位以上

設定することとする。 

（５）ECO-TOP 総合科目として、カリキュラムの導入科目を２単位として設定す

ることとする。 

（６）インターンシップは、２単位以上を設定することとする。 

 

第５条（現行のとおり） 

 

第６条（現行のとおり） 

 

グ）を重視することとする。 

（６）ECO-TOP プログラムでは、現場感覚を身に付けた人材を育成するため、企

業、行政及び NPO の三者全てに関わるインターンシップを実施することとす

る。実施に際しては、企業、行政及び NPO それぞれ個別の実施、あるいは複

数の主体による共同での実施も可とする。 

（７）ECO-TOP プログラムのインターンシップは、インターンシップ修了後に履

修生によるインターンシップの報告、ディスカッション等事後の検討を実施

することとする。 

 

第４条 教育の量 

（１）ECO-TOPプログラムは２年間に相当する学習･教育で構成され、３１単位以

上を取得し、学士以上の学位を得た者を修了生とする。 

（２）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、必修科目と選択科目とから構成さ

れる中から２７単位以上を設定することとする。 

（３）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、自然科学、社会科学、人文科学の

三つの分野において、一つの分野につき６単位以上を設定することとする。 

 

 

 

（４）ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、実習・演習型の科目を６単位以上

設定することとする。 

（５）ECO-TOP 総合科目として、カリキュラムの導入科目を２単位として設定す

ることとする。 

（６）インターンシップは、４単位以上を設定することとする。 

 

第５条（現行のとおり） 

 

第６条（現行のとおり） 

 



第７条（現行のとおり） 

 

第８条（現行のとおり） 

 

第９条（現行のとおり） 

 

附 則 

この審査基準は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２９年１１月９日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成３０年１２月２５日から施行し、この審査基準の施行後に

都が認定又は承認する大学の課程認定、更新認定及び変更承認の審査に適用する。 

 

附 則 

この審査基準は、令和２年 月  日から施行し、この審査基準の施行後に都が

認定又は承認する大学の課程認定、更新認定及び変更承認の審査に適用する。 

 

第７条（現行のとおり） 

 

第８条（現行のとおり） 

 

第９条（現行のとおり） 

 

附 則 

この審査基準は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２９年１１月９日から施行する。 

 

 附 則 

この審査基準は、平成３０年１２月２５日から施行し、この審査基準の施行後に

都が認定又は承認する大学の課程認定、更新認定及び変更承認の審査に適用する。 

 

 

 



  

 

（現行の基準） 
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ＥＣＯ－ＴＯＰプログラム認定審査基準 

 

平成１９年１０月１日 

１９環自計第８３７号 

             改正 平成２２年 ４月 １日 

２ １ 環 自 計 第 1 5 7 1 号 

             改正 平成２４年５月１８日 

２ ４ 環 自 計 第 ３ １ ２ 号 

改正 平成２９ 年 1 1 月９日 

２ ９ 環 自 計 第 ６ ５ ３ 号 

改正 平成３０年１２月２５日  

３０環自計第７６６号 

 

 

第 1条 総則 

（１）   自然環境保全のための人材育成プログラム（以下「ECO-TOPプログラム」という。）に申請

する大学の課程認定、更新認定及び変更承認の審査は、ECO-TOP プログラム認定審査基

準（以下「審査基準」という。）の定めるところによるものとする。 

（２）   審査基準は、ECO-TOPプログラムを認定するのに適当と認められる最低の基準とする。 

（３）   東京都は、ECO-TOP プログラムの認定に係る審査に当たり ECO-TOP プログラム認定検

討会（以下「検討会」という。）に意見聴取することができる。 

 

第２条 教育目標の設定 

ECO-TOPプログラムは、今後の持続可能な社会の構築に向けて自然環境を保全するため

に、自然環境分野で幅広い知識と専門性を備えアクティブに行動できる人材を大学･企業・

NPO 等が連携して育成し、社会へ送り出していくことを目的としている。そのため、ECO-TOP

プログラムを申請する教育課程において、ECO-TOP プログラムの目的に即して、次のような

自然環境に軸足を置いたジェネラリストの育成を目指した教育目標を設定することとする。 

   （１）自然環境保全に向けて様々な主体と協働できる能力がある人 

（２）一地域の現場から、次世代を見据え、グローバルな視野に立って自然環境を考えること

ができる人 

（３）論理的思考力と説明・コミュニケーション能力がある人 

（４）決定能力とリーダーシップがある人 

（５）現場感覚を持ち、アクティブに行動できる人 

 



  

 

（現行の基準） 
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第３条 教育課程の設定 

（１）  ECO-TOPプログラムは、自然環境に関連する幅広いカリキュラムを体系的に履修すること

とする。カリキュラム設定に当たっては、主に動植物、生態系等、自然環境に関連し、かつ、自

然科学、社会科学及び人文科学の各分野にまたがるよう、学際的かつ総合的に科目を設定

することとする。 

各分野の中心となる科目は次のような科目とする。 

自然科学 ： 生物学･生態学、農学･林学･造園学、地理学･地学･地図学 

社会科学 ： 環境法制度、環境経済学・環境経営学、環境政策、地域環境学・景観論・

自然ツーリズム学 

人文科学 ： 環境倫理、コミュニケーション学、環境教育 

   ECO-TOP総合科目 ： カリキュラムの導入科目 

（２） 共通する必修科目は、カリキュラムの導入科目とし、その他の必修科目については申請さ

れた教育課程の特徴を鑑み、設定することとする。 

（３） ECO-TOP プログラムのカリキュラムの導入科目は、環境分野の現在の課題と自然環境と

の関わりについての概論的な科目とすることとする。 

（４） 申請する大学は、ECO-TOP プログラムの必修科目として、カリキュラムの総合的な知識が

履修生に身についているかを評価するための科目（カリキュラム最終科目）又は安全管理・救

急救命に関する科目を設定することができる。 

（５） ECO-TOPプログラムは、自然環境に関連する幅広い知識に基づいて、課題を見出し、解決

する主体性と行動力を身に付けるものとする。そのため、現場の課題に基づき解決する演習

型学習（プロジェクト・ベースト・ラーニング）を重視することとする。 

（６） ECO-TOP プログラムでは、現場感覚を身に付けた人材を育成するため、企業、行政及び

NPOの三者全てに関わるインターンシップを実施することとする。実施に際しては、企業、行政

及び NPOそれぞれ個別の実施、あるいは複数の主体による共同での実施も可とする。 

（７） ECO-TOP プログラムのインターンシップは、インターンシップ修了後に履修生によるインタ

ーンシップの報告、ディスカッション等事後の検討を実施することとする。 

 

第４条 教育の量 

（１）  ECO-TOP プログラムは２年間に相当する学習･教育で構成され、３１単位以上を取得し、

学士以上の学位を得た者を修了生とする。 

（２）  ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、必修科目と選択科目とから構成される中から２７

単位以上を設定することとする。 

（３）  ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、自然科学、社会科学、人文科学の三つの分野に

おいて、一つの分野につき６単位以上を設定することとする。 

（４）  ECO-TOP プログラムのカリキュラムは、実習・演習型の科目を６単位以上設定することと

する。 
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（５）  ECO-TOP総合科目として、カリキュラムの導入科目を２単位設定することとする。 

（６）  インターンシップは、４単位以上を設定することとする。 

 

第５条 教育手段・方法･評価 

（１）   ECO-TOPプログラムの教育目標を達成するために必要な資質を持った学生が入学し、認

定されたプログラムを履修することができるよう、具体的な教育方法が定められ、学内外に開

示されていることとする。 

（２）   ECO-TOP プログラムの教育目標を達成するために必要なカリキュラム及びインターンシッ

プが設計され、学内外に開示されていることとする。 

（３）   ECO-TOP プログラムの科目の授業計画（シラバス）及びインターンシップの計画が作成さ

れ、学内外に開示されていることに加え、それに従って教育が実施されていることとする。ま

た、シラバスではそれぞれの科目ごとにカリキュラムの中での位置付けが明らかにされ、その

教育の内容･方法、達成目標及び成績の評価方法等が示されていることとする。 

（４）   インターンシップの実施中は、実施計画に鑑みて実施主体から大学へ報告を行い、インタ

ーンシップ修了後は、履修生によるインターンシップの報告、ディスカッション等を実施し、大

学において適正に評価されていることとする。 

 

第６条  教育･指導体制 

 （学科等） 

（１）   ECO-TOP プログラムは、大学又は大学の専攻科の学部、学科、専攻等（以下「学科等」と

いう）ごとの教育課程を対象とする。 

（２）   ECO-TOPプログラムは、認定を受けようとする学科等の目的・性格及び対象となる教育課

程・教員組織等が適当であると認められる場合に認定する。 

 （科目） 

  認定を受けようとする学科等においては、ECO-TOPプログラムに必要な科目について、全

て開設することを原則とする。ただし、ECO-TOP プログラムの科目内容の水準を維持し、更

に向上を図る観点から、インターンシップを除く半数まで(２７単位中の１３単位以下)、同一学

部の他の学科又は他学部において開設することを認める。 

 （プログラム・科目の指導） 

（１）   認定を受けようとする大学においては、ECO-TOP プログラムの責任者を置くこととし、

ECO-TOPプログラムの各科目が適切に指導され、科目の設定等が学内及び ECO-TOPプロ

グラムに関わる教員・学生に十分理解されることとする。 

（２）   インターンシップの実施に当たっては、事前に実施計画を周到に準備した上で、十分な指

導が行われ、ECO-TOP プログラムに関わる教員及び学生に目的・意義が十分理解された上

で、適正に指導することとする。 
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第７条 教員組織 

（教員配置） 

ECO-TOP プログラムに関する科目を担当する教員については、学科等の規模、学生の学

習効果等を勘案し、必要な人数が配置されていることとする。 

（必要な教員数） 

必要な専任教員(講義担当教員)の割合については、自然科学、社会科学及び人文科学の

各分野についておおむね２割以上とする。 

 （教員のプロフィール） 

      ECO-TOP プログラムを担当する教員については、常勤・非常勤を問わず各人の略歴及び

職名、専攻、担当授業科目、週当たり担当時間数等を記した書類を東京都へ提出することと

する。 

 

第８条  教育点検・教育改善 

 (教育点検) 

（１）   大学において、ECO-TOP プログラムの教育目標の設定、教育課程の設定、教育の量、教

育手段･方法・評価、教育･指導体制及び教員組織に即して認定されたプログラムを点検でき

る教育点検システムがあること。その仕組みが内外に開示され、さらに教員等からのフィード

バックにより、教育点検システムが機能していることとする。 

（２）   教育点検システムは、社会の要求及び履修生、修了者の要望等にも配慮する仕組みを含

み、また、システム自体の機能も点検できるように構成されていることとする。 

（３）   大学は、教育点検システムの概要及び教育点検の記録を東京都へ提出することとする。 

 （科目の水準点検） 

 

（１）   インターンシップ終了後の履修生によるインターンシップの報告、ディスカッション等の実施

については、検討会委員が立会うことができることとする。 

 （継続的改善） 

（１）   大学において、教育点検の結果に基づき、教育目標の設定、教育課程の設定、教育の量、

教育手段･方法・評価、教育･指導体制、教員組織及び教育点検に即して認定された

ECO-TOP プログラムを継続的に改善するシステムがあること。また、東京都からの指摘に即

した改善が見られることとする。 

（２）   大学は、改善点に関わる記録等を東京都へ提出することとする。 

（３）   東京都は、大学の ECO-TOP プログラムの責任者から報告された改善点に関わる記録等

に関しては、検討会に意見聴取することができる。 

 

第９条  認定後の課程の変更 

   審査基準第１条から第８条までに基づき、変更の内容が認定された課程と同等以上であるこ
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ととする。 

 

附 則 

この審査基準は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この審査基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この審査基準は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 

 附 則 

この審査基準は、平成２９年１１月９日から施行する。 

 

 附 則 

この審査基準は、平成３０年１２月２５日から施行し、この審査基準の施行後に都が認定又は

承認する大学の課程認定、更新認定及び変更承認の審査に適用する。 



 

（現行の様式） 

様式第７号（人材育成の理念） 
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人材育成の目標・方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラムの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育成する人材像 
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  平成２０年１２月１９日 

改正 平成２４年 ５月１８日 

ＥＣＯ－ＴＯＰプログラム認定審査会 

 

ECO-TOPプログラムにおけるインターンシップの実施ガイドライン 

 

 ECO-TOP プログラムの目的に鑑み、環境関連業務に係る現場の実情を理解した人材を

育成するため、企業、行政、NPO の三者すべてに関わるインターンシップを実施する。 

 

１．単位の設定 

インターンシップが４単位以上設定されていること。 

 

２．実施計画の策定 

 大学は、インターンシップの派遣先について、事前に東京都と協議すること。また、イン

ターンシップの実施計画について、事前に東京都へ届出を行うこと。 

インターンシップの実施計画が学内外に開示されていること。 

また、インターンシップのプログラムは、大学と受け入れ側が事前に協議し、以下の内容 

が盛り込まれたものとすることが望ましい。 

○企業におけるインターンシップ 

・社としての環境管理の考え方の理解（１日以上） 

・業務現場での環境管理の実践現場体験（２日以上） 

（・業として実施している自然保護、あるいは社会における環境保全活動として実 

施している自然保護活動の実践現場体験（１日以上）） 

 

○行政におけるインターンシップ 

・行政区の全般的環境状況の把握（１日以上） 

・行政区で行っている環境保全活動（自然保護活動以外）の実践現場体験（２日以 

上） 

・行政区で行っている自然保護活動の実践現場体験（１日以上） 

 

○NPO におけるインターンシップ 

・活動の目的と背景の把握（１日以上） 

・環境保全活動の実践現場体験（２日以上） 

   ・合意形成を図る場での体験（1 日以上） 

 

３．事前教育・指導の実施 



 

（現行のガイドライン） 
参考資料５ 

大学は、インターンシップ実施前に、以下の内容を盛り込んだ事前教育及び指導を実施 

すること。 

・インターンシップの目的 

・習得すべき具体的内容の確認 

・社会人としての基本的マナー 

・成果の取りまとめ方法 

 大学は事前教育指導を通じてインターンシップ派遣人数のめやすをつけることとする。 

 

４．成果の評価 

大学は、インターンシップに参加した学生からの報告を受けた後、成果発表会を実施する 

こと。なお、成果発表会は学内外に公開されたものであることが望ましい。 

併せて、大学は、学生からの報告とは別に、受け入れ先からの評価に関するフォーマット 

を用意し、それに基づき学生の評価を受けることとする。 

これらをもとに、大学において履修生を適正に評価することとする。 

大学は、毎年度インターンシップの実施状況を報告書として取りまとめ、都に提出するこ 

ととする。 

 

５．その他 

 ECO-TOP プログラムのインターンシップの位置づけは、就職に直結するものではない

が、企業を中心にできるだけ、就職が決まる前に実施することが望ましい。 
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